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は じめ に

!924年 秋、朝鮮官界に奇妙な噂が流れた。この年9.月 に二人の総督府官僚が辞任したの

は斎藤実朝鮮総督の辞任の前触れではないかとい うのである。一人は1919年 に警務局事務

官として朝鮮に赴任し22年 に警;務局長に昇任 した丸山鶴吉、もう一人は同じ19年 に朝鮮
もりや コえい ふ

総督府秘書課長 となり後に総督府庶務部長もつとめた守屋栄夫である。斎藤総督離任の憶

測を打ち消すために、総督府ではわざわざ下岡忠治政務総監が新聞紙上に談話を発表し、

「斎藤総督が一、二属僚の異動によって其の進退を左右せ らる ・様な事があって何 うなる

ものか」 と述べている(r京 城 日報』24・9・18夕刊)。 風評に過 ぎなかった とはいえ、守屋

は、その進退が総督の地位も動かしかねない大物官僚の一人と目されていたのである。

本稿は、この守屋栄夫(1884～1973年)に ついて、その日記を通じて朝鮮総督府秘書課

長時代の思想や政治行動を跡づけ、1920年 代初;期の総督府の官僚構i造や高級官僚の思想 ・

行動や影響力を考えるケーススタディーとしよ

うとするものである。

さて、植民地朝鮮最大の抗 日独立運動た る

3・1運 動の衝撃に対処すべ く、斎藤総督(第 一

次総督;期:1919年8.目 ～27年12月 、第二次総

督期:1929年8月 ～31年6,月)の もと、「文化

政治」 と呼ぼれる新たな意匠の支配政策が展開

され、政治宣伝の強化 ・親日勢力の育成保護利

用 ・参政権問題を通じた 「民族分割統治」など

がおこなわれたことは、姜東鎮氏の古典的研究

をはじめ少なか らぬ研究によって論じられてき

た1。これまでの研究で特に守屋栄夫を論じた専

論は見あたらないが、その名前は 「文化政治」

研究の中ではしばしば言及されてきた。また、

その経歴からもこの時期の朝鮮支配政策の遂行
守 屋 栄 夫(1925年 、40歳)

1姜 東鎮 『日本 の朝鮮支配政策史研究1920年 代 を中心 として』(東 京大学出版会、1979年)。
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上の重要人物だった ことは間違いない。

守屋は、宮城県古川に生まれ1910年 東京帝国大学法律学科を卒業、同年高等文官試験に

合格した後、内務省に入省し千葉県理事官(1913～16年)、 愛知県理事官(16～17年)、

内務省監察官(17～19年)な どを歴任した。1919年8月 、3・1運 動後の朝鮮総督府官制

の改革にともない、朝鮮総督府総督官房秘書課長(兼 参事官)と して赴任し、23年1～12

,月には欧米に出張 してもいる。さらに1922年10月 から24年9月 までは総督府庶務部長

をつ とめた2。

守屋にはまとまった伝記類がなく朝鮮在任期間中に発表 した文章にも朝鮮統治政策に関

わるものは必ず しも多 くはないが、本稿では、最近筆者が入手 した守屋栄夫の日記(以 下

r日記』と略記 し、1919年3 ,月15日 の条をr日 記』19・3・15の ように表記する)を 用いて

研究材料 の不足を補 う3。守屋は、 日記を古川中学校を卒業 して以来 「二十年以来一 日も

か ・さずに書きつ烽ｯ た」4といい、朝鮮時代の日記 も休む ことなく一 日一頁の割合で市販

の当用 日記に丹念に綴られている。こうした 『日記』か らは 厂文化政治」の裏面で、人事・

総督府の機密費 ・親日派の利用などで采配をふるった守屋の活動とそれを支,xた 人的ネ ッ

トワークをある程度再現することが可能である。ただし本来ならぽ、守屋家旧蔵史料の朝

鮮赴任時代以前 ・以後の日記や守屋宛書簡などとあわせて分析すべきだが、 これ らは現在

整理中であ り(注3参 照)、本論では朝鮮時代の日記に沿った紹介にとどめた。後 日の補完

を期したい。

第1章 守屋 の朝鮮 赴任 と 厂水野 人事 」

まず、守屋が朝鮮総督府秘書課長 として1919年9月 に朝鮮に赴任す る前後の事情を見

よう。

1919年3,月 、朝鮮で3・1独 立運動が起 こった とき内務省監察官守屋はシベ リアで同地

の内政調査をしていた。それまで、守屋は 「内地」(以 下、括弧を省略する)の 地方官僚を

つ とめ朝鮮 ・朝鮮人問題にほとんど関わ りをもたなかったと思われるが、シベ リアでは初

2「 内地」 に帰任 して以降 の守屋 の経歴 は以下の通 りで ある。

24～28年 内務社会 局社 会部長 をつ とめる。

25年 国際労働会議 に政府代表 としてスイスに派遣 され る。

28年 衆議院議員 に当選。大 日本昭和連盟 を結成す る。

42～46年 塩竃名誉市長 をつ とめる。

46年 公職追放。

52年 衆議院議員総選挙 に宮城県第一区か ら出馬す るも落選。

32006年3月 、栄夫の孫に当た る守屋孝彦 氏が1910年 か ら55年 執筆分の 日記 をも とに、栄夫 の事

績を整理 した私家版 『守屋栄夫 日記』を刊行 され、守屋栄夫 の 日記 の存在が明 らか になった。筆

者は、孝彦氏の ご好意に よ り朝鮮赴任時代をカバーす る1919～24年 分の 日記の複製本を入手す る

ことがで きた。ただ し、1923年 分は ない。守屋栄夫が この年欧米視察 に赴いた際、9月 にパ リで

日記を紛失 して しま った ことに よる(守 屋 『欧米の旅 よ り』蘆 田書店、1925年 、635～637頁)。

守屋家 に旧蔵 され ていた朝 鮮赴任時代 を含む約70冊 の 日記 お よび守屋宛 の書簡 な どは現在 国文

学 研究資料館 で整理 中であ る。

4守 屋 、前掲 『欧米 の旅 よ り』636頁 。

214



朝鮮総督府秘書課長と 「文化政治」

守屋栄夫日記

めて朝鮮人の独立運動を目の当た りにし 「殊に奇異なるは民族 自決の潮風にあほられて朝

鮮人の軽挙妄動 し」ていることだと記している(r日 記』3・15)。しかし 「軽挙妄動」 と見

たものの容易ならぬ事態であることも察 したのだろ う。 シベリアからの帰途、予定を変更

して朝鮮を訪れ、平壌では 「本 日は大挙運動を開始す との流言あ り、兵士、巡査等の警戒

厳なりを知る」(r日 記』3・28)、京城では 「朝鮮人の示威運動いまだに治まらず風聞頻 々人

心動揺 しつ 丶あり」(同3・29)等 と記 している。

3・1運 動が非暴力示威運動の段階か ら実力行使段階へ と移行 していったとされる3月

末、朝鮮の治安状況を間近に見て、朝鮮統治のおかれた厳 しい状況を実感 したのだった。

しか し、 この時点では、 自分が朝鮮統治に参画す るとはよもや思っていなかった。 日本

帰国後、守屋は内務省内の事務整理委員主査を命 じられ、各局の事務整理関係事項の調査

に没頭 した り、第一次世界大戦後における俸給生活者の生活困窮の実態調査のために各地

を視察 した りした。なお、後年の回顧では、同年(1919年)5月22日 に盛岡に向か う汽

車の中で、内務省入省当初からほぼ10年 間薫陶を受けてきた5大 御所 ・水野錬太郎前内相

と同乗 し、「先生[水 野]の や うな国家の大人物が御出になって、朝鮮統治のために御盡 し

なさらなければ、朝鮮の現状を打破 し、民心を収攬 して行 くことは困難」だ と熱心に説い

51910年7J月 、東京 帝国大学卒業 に際 して内務省へ の就 職を依頼するために水野(当 時 は内務大 臣

秘書官兼 内務 省参事官)に 面会 した のが、 水野 との最初 の出会いだ と思われ る(守 屋孝彦、前掲

『守屋栄夫 日記』3頁)。
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た という6。

この後、6月 、原敬首相は新総督に斎藤実、新政務総監に水野錬太郎を起用したが、武

官総督のもと権限を掣肘されることを嫌った水野は人事権一任の約束を原から取 りつけて

就任を承諾した7。守屋が注目していた水野が現実に政務総監 となったのである。

8月 、水野が政務総監に内定したとの記事が新聞紙上にあらわれ ると、守屋は 「予は勿論

多数地方官の中に朝鮮行の白羽の矢が立」つのではないか と直感した(r日 記』19・8・6)。

案の定、8月7日 、水野邸を訪れた守屋は、水野から 「是非一緒に仕事をして呉れ と依頼

され」(r日記』8・7)、いったんは固辞 した ものの、再度水野から 「真先の交渉なれぽ是非

承諾せよ」 と迫 られ、ついに朝鮮行 きを承諾 した(同8・10)。12日 には朝鮮総督秘書官兼

参事官の辞令を受けている。

守屋は、水野から 「余ノ内務大臣タ リシトキ[1918年4～9,月]余 ノ政策二関シ最モカ

ヲ致 シタルー人」8として高い信頼を受け、「真先」に朝鮮行きを指名された幕僚となったの

だった。そして、守屋は、総督秘書課長就任直後か ら、水野の片腕 として総督府新幹部の

人選に大 きく関わることになる。8月11日 には水野邸にて警務 局長に内定していた野口淳

吉(警 視庁警務課長)を 交え警務局員の人選を行 うこととし、以後、野口とともに警察部

門の人選を進めた。13日 以降には、内務局長候補の赤池濃(静 岡県知事)と も相談を重ね

た。さらに18日 には、殖産局長候補の西村保吉(埼 玉県知事)・庶務部長候補の青木戒三

(総督府農商工部事務官)・鉄道部長候補の和田一郎(総 督府度支部理財課事務官)な ど主

要局部長からの就任の承諾を取 りつけた(r日 記』8・11～8・19)。

このときのいわゆる 「水野人事」は、朝鮮に前例のない大量の内務官僚を導入すること

になった9。8月 中に任命 された者だけでもその数は約30名 に及ぶ。表1に みるようにそ

の多 くの就任交渉に守屋が関わっていたが、抜擢されたのは主に地方の知事 ・理事官を務

めていた内務省官僚であ り、若干の総督府生え抜 き官僚 も混 じっていた。

第2章 秘書課 長 時代 にお け る守 屋 の人脈

1919年8月 以降、水野政務総監一守屋秘書課長を主軸にしてすすめられた内務官僚の導

入は、官僚組織 としての朝鮮総督府を再編する契機 となった。人事権をもつ政務総監の政

治的地位が武断政治期の総督一政務総監に比し相対的に上昇したこと、水野政務総監の率

いてきた内務省出身の幹部級官僚が政策決定過程にもつ発言力が増大したこと、政務総:監

を中心に結集 した官僚集団を補完するために斎藤総督の側では側近(ブ レーン)を 重用し

6「 朝鮮行政」 編輯 総局編r朝 鮮統治秘話』(帝 国地 方行政学会朝鮮支 部、!937年)31頁 。 な:おこ

の日の日記には水野 と 「四方山話」を した としか書かれてい ない(『 日記』19・5・23)

7こ の経緯の詳細 については、松田 「日本統治下 の朝 鮮におけ る警察機構 の改編 憲兵警 察制度

か ら普通警察制度への転換をめ ぐって」(r史 林』 第74巻 第5号 、1991年9月)90～93頁 、李炯

植 「「文化統治」初期 におけ る朝鮮総:督府官僚 の統 治構想」(『史学雑誌』第115編 第4号 、2006

年4,月)72～73頁 を参照せ よ。

8守 屋栄夫r平 凡之善政』(帝 国地方行政学会、1920年)水 野序文。

9松 田、前掲論 文、91～93頁 、李炯植、前掲 論文、75～77頁 。
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表1水 野錬太郎新政務総監による総督府幹部人事

就任部局 氏名 前職 文高試
合格年 就任交渉者

警務局長 野 口淳吉 警視庁警務部長 1907 水野

警務局警務課長 白上佑吉 富山県警察部長 1910 赤池

警務局保安課長 ト部正一 山形県理事官 1910 野 口 、守 屋 一.

警務局高等警察課長 小林光政 警視庁警務課長 1916 同上

警務局事務官 丸山鶴吉 静岡県内務部長 1909 赤池

警務局事務官 藤原喜蔵 青森県理事官 1914 同上

敬 警務局事務官 田中武雄 長野県警視 1915 一

言

察

系

統

警察官講習所長

京畿道第三部長

忠清北道道第三部長

忠清南道第三部長

古橋卓四郎

千葉了

山 口安憲

関71C武

愛知県理事官

秋田県警察部長

兵庫県理事官

茨城県理事官

1912

1908

1911

1912

一

水野、野 臥 守 屋

野Q、 守屋:

同上
内務省出身

官僚(「新来

種」)

全羅北道第三部長

全羅南道第三部長

松村松盛

山下謙一

福岡県理事官

警視庁理事官

1913

19--

同上.

同上

慶尚北道第三部長 新庄裕治郎 静岡県理事宮 1910 同上

慶尚南道第三部長 八木林作 兵庫県理事官 1909 同上 ・

黄海道第三部長 馬野精一 富山県理事官 1909 同上

江原道第三部長 石黒英彦 群馬県視学官 1910 同上

警
総督秘書官 守屋栄夫 内務省参事官 1910 水野

暴
系

統

総督秘書官

内務局長

学務局長

伊藤武彦

赤池濃

柴田善三郎

千葉県石原郡長

静岡県知事

大阪府内務部長

1914

1902

1905

一

水野

水野、赤汝 守屋

以
学務局宗教課長 半井清 石川県理事官 1913 水野、柴田

外
殖:産局長

殖産局事務官

西村保吉

篠原英太郎

埼玉県知事

大阪府学務課長

1911

1912

水野、守屋

一

総督府生え抜き総督官房庶務部長 青木戒三 総督府農商工:部事務官 守屋
官僚(r旧 来種」)鉄道部長 ゴ 和 田一郎 総督府度支部理財課事務官 守屋

出典:r官 報』19・8・21、9・3に あがってい る総督府赴任者を基本 に、丸山、前掲 『七十年 ところ ど

ころ』54～55頁 、お よび松波、前 掲r水 野博士古稀記念 論策 と随筆』717頁 、守屋栄夫 『日

記 』も参照 した。 また、赴任 時期 はやや後 だが一般 に水野人事の一環 と見 なされていた人 物(田

中武雄 と半井清の2名)も 取 りあげた。各人物 の記事 については、秦郁彦編 『戦前期 日本官僚

制 の制度 ・組織 ・人事』(東 京大学 出版 会、1981年)お よび前掲 『朝鮮統治秘話』 な どに拠 っ

た 。

注1:「 就任 交渉者 」はその人物 に対 して就任 を働 きかけた主 な者を指す。

2:表 中の網 がけ部 分は、 守屋 が就任交渉 に当た った人物を示 す。

た こと、大量に導入された内務官僚は当時 「新来種」 と呼ばれ3・1運 動以前から総督府に

在任 していた生え抜 き官僚(r旧 来種」)と ともに総督府内に二つの官僚群を形成 した こと

などは、1920年 代、特に初期の総督府権力構造の特徴 となった10(図1参 照)。

10こ れ らの論点 につ いては、松 田、前掲論文、 同 「丸山鶴吉 の朝鮮独立運動 認識 一 『文化政治』

期の植民地警 察官僚」(r朝 鮮民族 運動史研究』第8号 、1992年4,月)、 李炯植、前掲論文、姜東

鎮、前掲書 な どをさ しあた り参照 された い。
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図11920年 代初期の朝鮮総督府の権力構造(概 念図)

それでは、このようななかで守屋の占めた位置はどのようなものだったのか。『日記』

中の 「来信」「発信」「往来」欄を手がか りに守屋の人脈を検討してみよう。これらの欄に

はのべ約1万 名の名が記されているが、家族 ・親族関係者11及 び姓のみしかわからない者

を除 くと、のべ8117名 、実人数1645名 となった。このうち職業や経歴などが判明 した者

は、表2の ようにのべ5741名 、実人数587名 となった。 この うち日本人についての守屋

の人脈をここで検討する。

第一に、「総督府官僚」の人脈を見ると、全体 としてのべ人数:では水野錬太郎政務総監

及びその配下の内務省出身官僚(表2の ③)が 最 も多い。水野錬太郎政務総監との面会お

よび書簡のや りとりの回数は、いずれも斎藤実総督のほぼ二倍にあたる。秘書課長守屋の

職務だった人事 ・訓示類の作成 ・機密費の管理(次 章で後述)の いずれについても政務総

監が守屋を監督する立場におり、水野との関係こそが守屋の人脈のなかで最も太いパイプ

となっていたことは間違いない12。さらに水野の配下にあった内務省出身官僚 とも交流関

係は深い。赤池濃(警 務局長)、 西村保吉(殖 産局長)、 柴田善三郎(学 務局長)の ような

局長 クラス、伊藤武彦(秘 書官)、 今野長三郎(秘 書課属)、 斎藤喜三郎(秘 書課属)の よ

うな秘書課関係者、その他、松村松盛(学 務課長)、 丸山鶴吉(警 務局事務官)、 菊山嘉男

(会計課長)、半井清(学 務局宗教課長)ら 事務官 ・課長 クラスの若手官僚がいる。

反面、大塚常三郎内務局長を中心とする生え抜ぎ官僚(表2の ②)と の交流は相対的に

少ない。大塚自身 とは書簡3通 が交わされているだけである。大塚と守屋とは実務的な問

11家 族関係者中 にも、守屋和郎(栄 夫 の弟。外務官僚)、守屋徳夫(栄 夫 の弟。朝鮮殖産銀行秘書課

長)や 成 田一郎(栄 夫 の甥。 内務官僚)な ど官僚、朝鮮関係者がい るが、公務で書信を出 した り

面会 した りしていた とは思われ ない ので除外 してあ る。

12そ の関係は私的生 活に も及び、水野万寿 子(水 野錬 太郎夫人)か らの書簡 も多い こ と(表2の

⑩)、 水野が内相 となって本国に帰任 した1922年6月 以降 も、体調が優れず京城に残 った夫人 の

世話を した ことなどにそれは現れてい る。
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表2面 会および書簡のや りとりにみる朝鮮赴任期の守屋栄夫の人脈(1919年8月 ～24

年9月)

分類項目
のべ

人数
実人
数 主要人物の姓名

日
本
人

総
督
府
官
僚

朝鮮総督 ・政務
総監(①)

225 3 水野錬 太郎(政 務総監。面会59回 、 書簡68通)、 斎藤 実(朝 鮮
総督。面会37回 、書簡53通)

生 え 抜 き官 僚

(r旧来種」)(②)
529 85 渥美義胤(殖 産局土地改 良課属。面会40回 、書簡12通)、 伊藤正

慇(秘 書課 属。面会18回 、書簡21通)、 八巻春衛(土 木 部土木
課技手。書 簡28通)、 加藤伝作(殖 産局属。面 会12回 、 書簡13
通)

内務省出身官僚
(「新来種」)(③)

1350 68 伊藤 武彦(秘 書官。面会18回 、書簡108通)、 今野長三郎(秘 書
課長。面会37回 、書簡61通)、 佐 々木忠 右衛門(殖 産局試 補。
面 会7回 、書 簡83通)、 赤 池濃(警 務局長。面会11回 、書簡50
通)、 松 村松盛(全 北警察 部長、学 務課長。面 会22回 、書簡39
通)、 篠 原英太郎(面 会36回 、書簡18通)、 武井秀吉(平 北道事
務 官。 面会11回 、書簡43通)、 丸山鶴吉(警 務局事務官。面 会
12回 、書 簡35通)、 斎藤 喜三 郎(秘 書課属。 面会23回 、書簡24

通)、西村保 吉(殖 産局長。面会8回 、書簡36通)、 菊山嘉 男(会計課長
。 面会23回 、書簡19通)、 岡崎哲郎(平 南第二部長。面会

19回 、書簡22通)、 安武直夫(殖 産局事務官。面会11回 、書簡
30通)、 半井清(学 務局宗教課長。面会14回 、書簡26通)、 関水
武(忠 南事 務官。面会19回 、書簡18通)、 山田一 隆(警 察官講習
所教授。面 会27回 、書簡3通)、 竹 内健郎(警 務局 高等警察課事
務官。面 会18回 、書簡10通)、 柴 田善三郎(学 務局長。面会11
回、書簡13通)、 渡辺豊 日子(内 務局 第一課長。面会4回 、書簡
19通)、 石黒英彦(江 原道事務官。面会11回 、書簡12通)、 岩切
彦吉(土 木 課属。面会14回 、書簡9通)、 山下謙一(全 南警察部
長。面会8回 、書簡12通)

その他の総督府
官僚(④)

537 50 細川 貞之丞(r朝 鮮』編纂;雇。面会38回 、書簡134通)、 三浦 斧
吉(内 務部地方 課土木課長。面会12回 、書簡36通)、 小 田内通敏
(中枢 院編集 課嘱託。面会6回 、書簡32通)、 佐 々木 清之丞(道
視学兼司法学校教諭 。面会9回 、書簡21通)、 阿部千一(秘 書課
事務官。面会14回 、書簡9通)、 和久安行(江 原平康普通学校 訓
導。面会7回 、書簡16通)、 松井文輔(秘 書課属。面会13回 、
書簡9通)

総督府官僚 小
計(⑤)

2641 206

本国内務官僚(⑥) 657 107 水野錬 太郎(内 務大 臣。面会5回 、書簡34通)、 中川陸司(内 務
省監察 官時代 の守屋 の部下。面会13回 、書簡21通)、 松井茂(警
察 講習所 長 。面会2回 、書簡27通)、 加賀谷朝蔵(警 察講 習所教
授 。面 会5回 、書簡23通)、 藤 岡長和(和 歌 山県知事。面会1回 、
書 簡23通)、 二荒芳徳(静 岡県学務課長兼社寺兵事課長。面会3
回、書簡17通)

言論関係者(⑦) 206 20 宮手敬治(京 城 日報関係者 か。面 会46回 、書簡43通)、 石森久弥
(朝鮮公論 編集長、朝鮮 新聞社会部長。 面会16回 、書簡26通)、
牧 山耕蔵(朝 鮮新 聞社社長、朝鮮公論 社長、衆議院議員。面会8
回、書簡14通)

宗教関係者(⑧) 78 6 山本忠美(日 本組 合教会朝鮮 伝道 部 副主任。面会3回 、書 簡26
通)、 小峰 源作(崇 神人組合組合長 。面 会21回)

同郷者 ・恩 師(⑨) 695 33 萱場今朝治(古 川中学校の恩 師。面会8回 、書簡84通)、 高橋幸
之進(詳 細不 明。 面 会7回 、 書簡63通)、 秋山研亮(大 東興 業
(株)代 表 。面会14回 、書簡40通)、 今井彦三郎(仙 台第一高等
学校教 諭。面 会23回 、書簡26通)、 大 内俊亮(白 石高等女学 校
校長、後 に京畿道公立 司法学校教諭 。面会2回 、書簡45通)、 吉

城與四郎(大 東興業(株)。 面会38回 、書簡7通)、 氏家文夫(実業家
。面会7回 、書簡33通)、 筧克彦(東 京帝 国大学法科大学教授

、守屋 の恩 師。面会15回 、書簡22通)、 鈴木准之助(実 業家。面会
7回 、書簡28通)、 萱場 昌(面 会6回 、書簡27通)、 三原篤

治(元 古川 中学校教諭。面会2回 、書簡29通)、 高城畦造(詳 細
不明、22年2月 に府尹 に内定す るも実現せず。面会2回 、書簡28
通)、 武 井友次郎(詳 細不明。面会9回 、 書簡19通)、 菊 田辰三

(詳細不 明。 面会8回 、書簡14通)、 千葉胤 次(実 業家。面会19
回、書簡5通)
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その他(⑩) 544 29 水野万寿子(水 野錬太郎夫人 。面会16回 、書簡75通)

日本人 小計

(⑪=⑤ ～⑩ の和)

4821 401

朝
鮮
人

「旧世 代」 エ リー ト

(12)

151 20 朴重 陽(中 枢院参議 、黄海道知事。 面会10回 、書簡46通)、 金
潤 晶(全 羅北道参与官。面会16回 、書簡6通)

「新 世 代」 エ リー ト

(13)

273 35 金基 善(内 務部 第一 課属。面会22回 、 書簡!8通)、 閔元 植(国
民協会 会長。面会33回 、書簡5通)、 徐奎錫(忠 南新岩面長。面
会15回 、書簡14通)、 崔晩達(殖 産 局農務課属。面 会2回 、書
簡27通)、 朴 鳳九(海 州郡書記。面会2回 、書簡21通)、 金 明溶
(国民協 会副会長。面会13回 、書簡7通)

民族主義者(⑭) 31 5

その他 ・不明(⑮) 276 118

朝 鮮 人 小計(⑯=
12+0+14+15)

731 178

欧米人(⑰) 189 8 バ ウ マ ン(詳 細 不 明 。面 会47回 、 書 簡50通)、 マ ケ ー(英 会 話

教 師 。面 会67回 、 書 簡9通)

合計(一 ⑪+⑯+⑰) 5741 587

出典:守 屋栄夫r日 記』1919年8,月13日 ～1924年9,月12日 の 「面会」 「発 信」 「来信 」欄 よ り作成

(ただ し1923年 分のr日 記』はない)。

注1:「 のべ人数」 「実人数」 の数字 は面 会お よび書簡 のや りとりの回数 の合計 である。

2:原 則 として守屋 が面会 した り書簡 をや りとりした ときの職位や所属 団体 を記 してい る。 そのた

め時期に よっては同一人物 で も別の分類項 目に入れ られ ている ことがある。た とえば 「主要人

物 の姓名」 欄で、水野錬太郎 の名 が 「総督 ・政務総 監」欄 に も 「本 国内務官僚」欄 にも現れ て

い るのは、 水野 が総督府政務総:監か ら内務 大臣に異動 した ことに よる。

3:二 つ 以上の分類項 目に同時 に該 当す る者 もあ るが(例 えば 「総督府官 僚」で あ りかつ 「同郷

者 」)、守屋 が もっ とも重視 していた と思われ る属性 のみを考慮 し分類 した。 したが って、① ～

④ 、⑥～⑩ 、⑫ ～⑮、⑰ の各分類項 目で重複 してカ ウン トされ ている者 はい ない。

4:「 主要人物 の姓名」 には面会お よび書簡 のや りと りの回数 の合計数 が20を 超 える者 につ いて、

数 字の大 きい者 から順 に摘記 した。

題でも摩擦がい くどか生 じている13。r日記』によれぽ、大邱府尹の不正事件の処理に守屋

が介入したとか、郡守の人選に守屋が大塚を介入させないことなどをめぐって、大塚が不

満を抱いていることが記されている(r日 記』20・1・15、9・13)。実現はしなかったが、1920

年末には守屋は、水野政務総監に書簡で 「内務局長の更迭 も考究せ らる様」訴えた ことも

あった(『 日記』20・12・4)14。

ただし、生え抜 き官僚が全体 として内務省系官僚に対抗す る政治勢力となっていた とは

必ずしもいいがたい。総督官僚機構 の上層部をおもに占めた内務省出身者に対 して、生え

抜 ぎ官僚は大塚のような局長 クラスから地方官署課長 ・技師クラスあるいはそれ以下の階

層に幅広 く分布 しており、その少なからぬ部分は内務省系官僚の下位におかれていたから

である。前掲表2に おいて、交流があった実人数では生え抜 き官僚は内務省出身官僚 より

むしろ多 く、かつ内務省出身官僚の場合のような特定の人物に集中した交流関係がほとん

13内 務 省系官僚 と大塚 の統治構想 の差異 を論 じた研究 として、李炯植、前掲論文、参照。

14守 屋 以外に も、内務省 出身官僚組 の柴 田学務局長 と大塚 内務 局長 との 「関係 が面 白 くない」との情

報 が 『日記』 には見 える(『 日記』20・6・28。これは、赤池警務局長 か らの情報だ とされ ている)。
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ど見られなかったことは、これらの生え抜 ぎ官僚に対 し、守屋が上司として公務に限定さ

れた関係を結んでいたことを示すものではないだろうか。

第二に、本国内務省の官僚(表2の ⑥)を 検討 したい。ここでも水野錬太郎が最多であ

り、水野が内相 となって以降もその深い関係が続いていたことがわかる。それ以外は、基

本的に特定の人物に偏 らず広 く浅い人脈を形成していた。とはいえ、これらの人脈を守屋

が軽視 していたわけではない。た とえば、1920年2 ,月に東京に出張した際には、「内務官僚

少壮連の会合 」に丸山鶴吉 ・古橋卓四郎 ら内務省出身の総督府官僚 と出席 したが、その場

には 「田沢[義 鋪]、 次田[大 二郎]、 横山[助 成]、 祐上[信 一]、吉村、森本、正力[松

太郎]、 石井[宗 吉]、三辺[長 治]、宮本[貞 三郎]」 らが出席しており、参会者みなで総

督府の赤池濃(警 務局長)と 関水武(忠 清南道第三部長)ら へ寄書を送っている(r日 記』

3・1)。翌 日にも、松井茂を中心とする会合に丸山鶴吉(警 務局事務官)・古橋卓四郎(警 察

官講習所所長)と ともに参加しているが、平賀周、佐上信一など内務省少壮官僚も参加し

てお り、 ここでも水野 ・赤池 ・西村保吉(殖 産局長)・石黒英彦(江 原道第三部長)ら 内務

省出身の総督府官僚たちへ寄書を送っている(r日 記』3・2)。さらに20日 には中川望山口

県知事を中心 とす る会合でやはり10名 ほどの内務官僚 と会食をしている(r日 記』3・20)。

守屋はじめ内務省出身の総督府高級官僚は、依然として内務省への帰属意識あるいは内務

官僚 との一体感が強いことを読み とれるのではないか。 こうした内務省人脈は守屋の秘書

官 としての職務の一つだった人事においても活かされ ることになる(後 述)。

第三に在朝鮮言論人(⑦)に ついて見 よう。宮手敬治(京 城 日報関係者か)、 石森久弥

(朝鮮公論編集長、後に朝鮮新聞社会部長)ら 言論関係者の名はr日 記』では1920年 後半

頃より増えて くるが、彼らとの接触の理由はさまざまである。一つには、守屋が時に新聞

社の内部問題に関与したことがあげられる。1921年 初め総督府御用紙たる京城日報で社長

人事をめ ぐる内訌が起 こった際に守屋は仲裁に介入した15。逆に、総督府に対 して攻撃を

行 ったr朝 鮮新聞』の社長 ・牧山耕蔵 に対 しては、守屋が面談し圧力をかけている16。ま

た、守屋が彼 らを情報源 として利用 した場合もあった。交流のもっとも多かった宮手敬治

の場合は、地方の治安情勢不穏や斎藤総督の宮内大臣転出説などについて情報をもたらし

ている(r日 記』21・9・19、24・1・24)。さらに、後述のように守屋が総督府の機密費を管理

していた関係で 「金貰い」のために訪れ る新聞雑誌記者 も多かった17。

15京 城 日報 社 長 ・加 藤 房 蔵 が1921年 初 頭 に辞 職 願 を 出 した 際、 後 任 人 事 が 紛 糾 し、 結 局 、 前 読 売新

聞 社 長 の秋 月 左 都 夫 が 次 期 社 長 と な った 。 これ につ い て は、 森 山茂 徳 「現 地新 聞 と総 督政 治 一

『京城 日報 』 につ い て 」(大 江 志 乃 夫 ・浅 田喬 二 他 編 『岩 波 講 座 近 代 日本 と植 民 地』 第7巻
、 岩

波書 店 、1993年)12～13頁 参 照 。 『日記 』 で は、21・1・25、2・1～2・10 、4・8な どに この 問題 に関

す る記 事 が み え 、 そ の後 も21・5・26、22・8・!1な どで 京 城 日報 社 の 内 情 に つ い て記 され て い る。

16牧 山 が 「政 務 総 監 の悪 口」 を 書 い てい る と の記 事 は 『日記 』20・6・21 、9・18に み え る。 「牧 山 制

御 」 に つ い て は 守 屋 以 外 に 総 督 府 警務 局 や 他 の言 論 人 を 巻 き込 ん で行 われ た様 子 が、 『日記 』21・

5・7、5・9、7・!5～7・19、11・22～11・29な どに記 され て い る。

17『 日記 』20・6・28。 そ の他 、20・10・25、20・12・19、21・3・15、22・5・26な どに こ う した金 銭 目的 の

人 物 の来 訪 が記 され て い る。
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このほか、守屋の日本人人脈で目につ くものとしては、同郷の東北出身の在朝 日本人実

業者や恩師、 日本組合教会朝鮮伝導部関係者 らがあるがここでは省略する。

第3章 朝 鮮 総 督 秘 書 官 と し て の 職 務 と活 動

1920年7月 現 在 、守 屋 を課 長 とす る朝 鮮 総 督 府 秘 書 課 に は秘 書 官2名 、通 訳 官3名 、属

12名 な どが 配 置 さ れ て い た 。 従 来 、 秘 書 課 そ の も の の 職 務 が研 究 対 象 とさ れ た こ とが な

か った が 、 秘 書 課 長 と して守 屋 は どの よ うな職 務 を担 っ て い た のだ ろ うか18。 以 下 で は 、

特 にr日 記 』 で 頻 出 して い る三 つ の事 項 を取 りあ げ た い19。

(1)人 事

秘 書 課 長 時 代 のr日 記 』 で も っ と も 目につ くの は 、秘 書 官 の職 務(注18参 照)の うち 官

僚 の人 事 に 関 す る問 題 で あ る。 表3に は、 守屋 秘 書 課 長 の 関 与 した 人 事 案件 を ま とめ て あ

る。

表 か ら明 らか に な るの は、第 一 に守 屋 が 広 い 範 囲 の人 事 に関 与 し て いた こ と で あ る。総 督

府 本 府 の局 長((1)(7)(16)(30)(38)(45)(50))・ 事 務 官((2)(21)(29)(35)(36)(41)(47))、

道 庁 の知 事((1)(38)(50))・ 理 事 官((25)(42)(46))・ 事 務 官((3)(5)(14)(17)(34)(35)

(38)(42)(50))あ るい は府 尹((6)(18))な ど総 督 府 本 府 と地 方 官 署 の高 級 官 僚 の ほ か 、

李 王 職((18)(49))や 中 枢 院((11)(47))の 人 事 に 関 わ る こ と も あ った 。 ま た、 朝 鮮 人

官 僚 の抜 擢 に も少 なか らず 関 わ っ て お り、 参 与 官((33))・ 事 務 官 あ るい は 郡 守((4)(10)

(24))を は じめ とす る地 方 官 僚 の 人 事 に 采 配 を ふ る った 。

各 人 事 案 件 の銓 衡 過 程 は 、そ れ ぞ れ の部 局 の長(各 局 長 な ど)か ら候 補 者 を提 示 す る場 合

また は 部 局 の長 と守 屋 の 合議 に よ って候 補 者 が選 考 され る場 合((3)(4)(9)(23)(25)(34))

18「 朝鮮総督府事務分掌規定」(1915年 訓令第26号)に よれ ぽ、秘書課 の事務 は以下 の8つ とされ

ていた。
一 機密 ノ文書及電信二関スル事項

二 官吏、嘱託員及雇員 ノ進退身分 二関スル事項

三 王族公族及朝鮮貴 族二関スル事項

四 李王職職員 ノ進退 身分二関スル事項

五 叙位叙勲 二関スル事項

六 褒賞 二関ス ル事項

七 恩給及遺族扶助料 二関スル事項

八 特命 二依 ル機密事務二関スル事 項。

19な お、守屋は秘書官以外に も、各種委 員会の委 員 として もさまざまな仕事を してい る。 た とえば、

情報委員 としては活動 写真を通 じた宣伝方 法の研究 にも力を入れてい ることが 『日記 』中には見

え るが、本稿では こ うした活動は省略 し、総督府在 任中に就任 した委員 の就任年月 と委 員名 で明

らかに しえた ものを以下にあげてお くに とどめ る。 委員名 の後 ろの括弧は就任年月 日を表す。

普通試験委員(1919年8月)、 公立学校職員恩給審査委員(同9,月)、 在外指定学校職員恩給審

査委員(同 前)、文官普通懲戒委員(同 前)、社司社掌試験委員(同 前)、李王職職員懲戒委員(同

前)、朝鮮貴族審査委員(同 前)、朝鮮編纂委員 会委員(20年6月)、 古蹟調査委員(同10月)、 朝

鮮情報委員会委員(同12,月)、 臨時教育調査委 員会幹事(同 前)、旧慣及制度調査委員会委員(21

年6月)、 法規整理 委員会委員(同8,月)、 産 業調 査委員会幹事(同9月)、 中央衛生会委 員(同

前)、林 野調査委 員会委員(同9,月 。24年7月 に再任)、 行政整理委員会委員(22年7,月)、 行政

整理委員会主査委員(24年8月)。
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表3守 屋秘書課長の関わった総督府官僚の人事案件

年 ,月,日
対象 となった
部局 ・職位

人事案件 につ いての 『日記』 の記述

(1) 1919 9.14 道知事、本府内務局

長
赤池警務局長 よ り、[平安南道知事]人 選について佐藤勧は落
選 し飯尾 が当選 した と電話連絡が来 る。内務局長 ・道知事 の
更迭を決定 し拓殖局へ上 申の手続 きをす る。→古賀拓殖局長
官か ら知事更迭 につい て苦情が来たがいい加減に返事をす る
(9.15)o

(2) 9.26 本国内務 省か らの登

用 。本 府殖産 局事務官
、学務局課長

安武[警 保局事務官→殖産局事務官]、半井[石 川県理事 官→
学務 局宗教課長]、 里木 の採用を上申す る。

(3) 9.27 道部長 赤池警 務局長か ら京畿道第三部長を取 り替 えた しとの相談 が
あ ったが見合わせ るべ きとの意見で丸山 とも一致。

(4) 10.17 郡守(朝 鮮人) 大塚 内務局長 より地方 官更迭につ き申出を受 ける 。→新郡守
の候補 者を物色 す るため官房各部署 の朝鮮人 に会 うがいずれ

も従順 そ うで郡 守に して も良さそ うな者 があるとの感想 を持
つ(10.18)。

(5) 11.6 本 国内務省 からの登

用。道部長
第一部長 以下 の人選 を大体 完了す る。→小橋 内務次官 に会い
今後採用すべ き内務部長 以下 につ いて懇請す る。 田中 に内務
局第一課長就任 を慫慂す る(11.7)。 →二荒 に朝鮮行 きを勧め
るが確答 を得 られ ない(11.13)→ 内務省 と交渉 して第一部長
以下 の人選 を決定す る 。片 岡文理 ・松井 ・渡辺 ・井野 ・菊山 ・
郡 ・久留島 ・安藤 ・武井 ・藤原 ・児玉 らを選抜す る(11.26)。
→第 一部 長以下 の任 免を上 申す る(11 .27)。 →松 井義一 と
井野次郎 は家庭 の事情 によ り採用免除 の希望を申越 して きた
ので小橋次官 とも相談 しこれ を許 し佐藤七太郎 と渡辺 豊 日子

を採用す ることとす る 。渡辺 ・菊山 は採用 しない ことにす る
(11.28)a

(6) 12.1 府尹 府尹更迭 の件は総督 よ り異議 なき旨返電を受ける。→ 府尹 の
更迭 は金谷を島山へ、斎藤を京城に配置す る ことに変更 と電
報 を受 ける(12.8)0

(7) 12.1 本府法務局長 法務 局長後任に横田を採用す る件 については政務総監 よ り横
田に懇談す る。

(s) 12.1 本府所属官署官業模
範場 ・工業試験所所
長

勧業試験 場長 に橋 本北五 郎教授、工業試験所長 に三 山喜三郎
を採用 す る件 について進達 方を取 り扱 う。→勧業模範場技師
橋本 と工業試験技 師三 山の任命 が官報 で発表 され る。人事 の
大半 は片 づき残 るは坂 出技 師の後任 のみ となる(12.8)。

(9) 1920 1.20 本府警務局 丸山警務局事務官と古橋[警 察官講習所長]の 辞職問題を協
議し古橋に忠告する。

(lo) 2.3 郡守(朝 鮮人) 金基善 を郡守 にす る件 は大塚 内務局長 も異議 なし。

(11) 2.3 中枢院(朝 鮮人) 金漢睦 を中枢院副賛議 にす る ことにす る。

(12) 3.11 本国か らの登用 重信 。羽生 ・千葉 の二敬 の朝鮮転任 について佐藤七太郎[慶
北第一部長]へ 手紙 を送 る。

(13) 3.11 本国か らの登用 萱場先生書記 の転任 につ いて渡辺忍 に手紙を書 く。

(14) 3.16 道部長 第二部長以下 の更迭 につ いて河内山財務局長 と相談。

(15) 3.26 不明 谷□ と薦 田の後任 につい て政務総監か ら電報が来る。

(16) 4.1 本府通信局長、総督
府医院長

逓信局長問題 につ いて秦次官 を、病院長問題について北 里柴
三郎博士を訪問す る。

(17) 6.1 道部長 工藤威北第一部長が関東庁秘書官に転 出、佐 々木志賀二 が衆
議院議員当選で辞職、白上祐吉が洋行な どの人事案件 がある。
→第一、第二部長 の更迭は 自分の提出意見通 り総監 の決裁 を
得た(6.3)。

(18) 6.1 李王職事務 官、府尹 田中遷が李長官の気にい らないため元 山府尹 に転 出させ る案
について考え る。→田中遷の後任は国分長官 ・李長官 とも交

渉 し今村元山府尹 にす る(6.5)。 →国分次官来 て今村靹 ・田中
遷 問題 に関 し政務 総監帰任 まで延期 した い と申し越す(6.8)。
→ 李王 職の田中事 務官か ら依願免職 の出願 あれ ぽ更迭を実行

す るYl_ととし、元 山府尹 今村鞆 をその後任 とし二三府尹 の異
動 も計画す る(10.2)o
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(19) 6.25 本府雇 雑誌 『朝鮮』の雇 として細川貞之丞を採用す ることに し本人
に電報す る。

(20) 7.3 殖産銀行理事 殖産銀行理事については政務総監 よ りの電報 もあ り、 また総
督が美濃部 とも相談 した結果有賀光豊を昇任 させ るこ とにす
る 。

(21) 7.25 本府逓信局事務官 水野政務総監か ら島田を勅任参事官 とす ることの可否 を問 う
電報が来 る。総督 は一時的 なら可 との意見を示す 。→逓信局
長か ら島田を参事官 に採 用方交渉 があ ったが10月 の更迭時
に実 行 す る こ とに す る(8.20)。

(22) 8.20 司法関係 司法関係者の更迭60名 の決裁 を終わ り上 申す る。

(23) 8.28 不明 総督府官制改革と同時に朝鮮に採用すべき人員について政務
総監 と相談 し、退庁後 に丸 山 ・半井 ・渡辺 ・篠原 とも相談す
る 。

(24) 9.2 郡守(朝 鮮人) 国境地帯か ら侵入す る独立運動勢力 による黄海、平北 の郡守
惨殺 に対抗す るため親 日派 によ り補充す る必要を認め、総督
総監 の承認を受 け閔元植 の部下 よ り採用す ることにす る。

(25) 10.11 道理事官 大塚内務局長と理事官の候補者について相談→局部長会議で
道理事官の増設が問題 となる(12.26)。

(26) 10.18 本 国か らの人材登用 安行から朝鮮行きの希望を聞き田中視学官に電報して斡旋を
依 頼 。

(27) 10.26 本 国内務省か らの人 内務省 にて小橋次官 ・堀 田土木局長 ・後藤秘書官に面会 し、
材登用 新 し く採用す る大野 ・大場 の両君 の交渉を し内諾を得 る。

(28) 11.8 本国内閣国勢院から 守屋、国勢院に阿部寿準第二部長を訪ねて菊池採用の件を依
の人材登用 頼 し、小川総裁帰京 の上決定す ることになる(12.4)。

(29) 12.4 本府学務局課長、本 水野総監か ら来た人事 の件 で総督 と打合せをす る。 弓削[学
府事務官(朝 鮮人) 務局学務課長]の 参事官就任と劉猛[中 枢院賛議]の 勅任事

務官就任は考え物 と思 う[実 現せず]。

(30) 12.4 本府内務局長 内務局長の更迭 も考究せ らるよ う水野 に手紙を書 く。

(31) 1921 1.5 不明 総督府官制改正に伴う人事異動について大体の案を作成する
。→政務総監 に官 制改革 に伴 う人事 につ いて相 談、了承 を得
る(1.6)。

(32) 1.11 本府秘書官 秘書官 の自薦運動 をしている郡義雄 の件 について丸山警務局
事務官 と相談す る。

(33) 1.12 道参与官(朝 鮮人) 総督 ・政務総監 と参与官人事 につい て相談す る。柳承欽 ・石
鎮衡を推挙す るこ とにな り政務総監が打診す ることになる。
→柳 承欽 ・石鎮 衡 とも大体承認 と見 られ る(1 .13)。→ 石鎮
衡 は煮え切 らぬ様 子、金雨 英 は就 任を希 望す る と申 し出 る
(1,17)。→石鎮衡 は参与官 を辞退 し高羲駿 を推薦 す る。徐俊
源(徐 奎錫 の子)を 給 仕に採 用す ることにする(1.19)。 →石
鎮衡 と谷竜之助 の後始末 につい て赤池 ・丸山 と相談 の うえ石
の後任 として李芳載 ・高羲駿を検討す る(1.20)。 →石鎮衡 は
三等四級で就任を承諾す る(1,24)。

(34) 1.12 道部長 谷竜之助の後始末 につい て赤池 ・丸 山 と相談 の うえ牛 島 ・桑
原 ・笹井を平北第一部長候補 とす る。

(35) 1.27 本府事務官、道事務 大村 ・近藤 に電報 をし、総督府事務官 と道事務官を補充す る
官 こ と にす る。

(36) 2.12 本府殖産局課長 郡茂徳殖産局山林課長は政務総監 ・殖産局長とも相談の結果
岡崎 に代え る。

(37) 4.9 中枢院 中枢院 の官制改正 にともな う人事 の書類を整理 し政務総監か
ら決裁を受 け直ち に拓殖局 に申請手続 きを行 う。→中枢院 の
官制 と人事発表が発表 され るが、各道か らの選抜者銓衡 につ
いて松永の ところで手抜 か りが あった(4.27)。 →小 田幹治郎
が中枢院書記官専任となったので鵜沢憲採用のため法制局長
官 に 手 紙 を 書 く(4.28)。

(38) 5.9 本国内務省か らの人
材登用。道知事、道
部長、本府財務局長

ママ

守屋、威南 の警察部長 は土井通次[土 居通次。内務官僚]に
交渉す ることに し政務総監 の同意を得 る。威北知事や財務局
長に関 して も政務総監 に意見 を陳述。→藤原威南警察部長 の
後任 に竹内を採用す ることにし政務総監 の内諾を得 る(6.1)。
→赤池局長 と威南警察部長人事 について相談(6 .6)。→威北の
上水 ・全 北の李知事 以下 の更迭の書類 が決裁 される(7.14)。
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(39) 5.19 東洋拓殖株式会社 東 拓総 裁 と人事 の相談をす る。

(40) 5.20 本 国内務省か らの人 警視庁に御津を訪ねて警察部長就任を打診。
材登用

(41) 8.9 本府殖産局事務官 西 村殖産 局長 が山林調査 会 の副事務 官 に田中次郎 を推挙 す
る。 →殖 産局長 ・山林課長 と打 合せ た結果 田中 に決定 す る
(8.10)o

(42) 10.12 道部長、道理事官 地方官更 迭の成案ができる。 安達 は朝鮮 に来 ないよ うなので
山下 を忠 北へ、渡辺 を黄海へ、吉村 を海事課長 に、重信 を全
南警察部 長に、久 留島を忠北 へ、児玉 を忠南財務部長へ まわ
す、その他理事官 の更迭 を合わせ て10数 名 の異動 を行 う予定
で ある 。→地方官更迭 の上 申書 を発送す る(10 .13)。

(43) 12.12 不明 佐 々木 が東亜実業 に転ず るこ とにな り本人 から長文電報が来
る。→ 政務 総監 よ り佐 々木 の後任 に沢 田監察官 を補 した き
意見 の 申 し出があ り、総督 と相談 し支 障な き旨を返電す る
(12.13)a

(44) 12.14 本国か らの人材登用 東京帝国大学法科大学学生の中で朝鮮就職希望者の人物調べ
をす る→26名 中11名 採用す ることとして通知を出 しその他
は高文試験後 とることを通知す る(12.15)。

(45) 6.12 本国大蔵省からの人 有吉忠吉新政務総監と大蔵省へ行き朝鮮行きの人材について
材登用。本府財務 局 交渉 した が冨 田は くれず天羽を推挙 したので断 り和田を財務
長 局長に昇任 させ ることにして総督に照電す る。→水野内相 も

同意す る(6.20)。 →和 田参事官が財務局長 とな った結果 の欠
員 の勅 任参事官 の補充 ・兼 任勅任官の選 抜その他に ともな う
地方 官 の異動 について有吉政 務総監 の同意を得る(8.11)。

(46) 8.11 道理事官 理事 官補佐 の一部を高文資 格者か ら一部 は特別任用者 より採
用す る ことにす る 。→地方 官制改正 に伴 う理事 官の採用 につ
いて上局 の決裁 を受 け、6名 は有 資格者 よ り他 は特別任用者
よ り採 用 す る こ とに す る(8.15)。

(47) 9.1 本府外事課長、宗教 松永外 事課長の後任を生 田 とし島田は宗教課長 とす る。
課長

(48) 9.9 本国内務省からの人
材登用

大西一 郎[香 川県警察部長、 この後総督官房庶務部事務官 に
就任] と中村寅 之助[兵 庫県理事官、 この後総督秘書官 に就
任]の 就任について内務省 の承諾 を得 る 。

(49) 10.5 李王職次官 李王職 次官の候補者 が問題 とな り有吉政務総監 は弓削[鉄 道
局長]を 推 挙 したが自分 は篠 田[平 安南道知事]を 推挙 し、
結局物別 れにおわる[ど ちらも実現せず]。

(50) 10.13 本 国内務省か らの人
材登用。道知事、道

水野 内相 より柴 田学務局長を を知事 に採用 し後任 には長野幹
を採用せ られた き旨照会が あ り、異議 なしと返電す る 。→柴

部長、本府学務局長 田は三重 県知事 とな り長野山梨県知事が学務局長 とな り時永
は 大 分 内務 部 長 とな る(10.16)。

出典:守 屋栄夫r日 記』1919年9,月 ～1921年10月(守 屋 の秘書課長就任期間)よ り作成。

注1:「 年」 「月 日」は当該人事案件が最初 にr日 記』 に現れた年月 日を表 し、同 じ案件 が以後 も継続

して 『日記』に現れ る場合 には 「人 事案件 につい ての 『日記 』の記 述」 欄に矢印を して経過 を

記 し末尾の括弧内に 『日記 』の 日付 を付 した。

2:「 対 象 となった部局 ・職位」では、本国 か らの人材登用、総督府本府 ・地 方機 関の人事 な どの区

分 と職位を記 し、 また朝鮮 人につ いての人事案件であ ることが明 らかな場合 は(朝 鮮人)と 記

した。 また、原則 として一 つの部局 について の人事案件をあげ ることに したが、『日記』 中で複

数 の案件が関連 づけ られて処理 され てい る場合は この表 で もま とめて記 した場合 がある。

3:「 人事 案件 についての 『日記』 の記述 」欄中、[]内 は引用者 が 日記 の記述 に補充 した部分で あ

る。

と、守 屋 が 自 ら候 補 者 を選 定 した と思 わ れ る場 合((2)(5)(10)(11)(12)(13)(17)(18)(19)

(24)(38)(40)(44)(48)(49))、 政務 総 監 か ら候 補 者 を 提 示 して くる場 合((20)(21)(29)(43)

(49))な ど さ ま ざ まで あ るが、 い ず れ にせ よ多様 な かた ち で あが っ て くる人 事 案 件 の 多 く
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が守屋秘書官の手許を経る仕組みになっていたことに、人事における守屋の重要性を うか

がえよう。

第二に、本国との関係の一端が うかがわれる。上記のような人事は総督府内の異動で完

結せず、本国との間で人材のや りとりをする場合も生 じた。本国からの官僚の導入は、先

述の1919年8,月 の水野人事を頂点 とし、それ以後も内務省を中心に人材が本国から移入

されていたことは少なからぬ事例で うかがえる((5)(12)(13)(26)(27)(28)(38)(40)(44)

(45)(48)(50))。1919年11月 末の人事((5))を 例にとると、守屋は 「内務省と交渉 して

第一部長以下の人選を決定せ り……片岡文理氏を入れ松村、渡辺、井野、菊山、郡、久留

島、安藤、武井、藤原、児玉の諸氏を簡抜することとせ り」20とされ、「松村義一君[法 制

局第一課長]と 井野次郎君 とより家庭の事情の為採用を免除されたき旨申越せし故小橋次

官[小 橋一太内務次官]と も相談の上これを許 し佐藤七太郎君 と渡辺豊 日子君 とに代ふ」21

など内務省 との密接な連絡のもとに人事をすすめている。「文化政治」期初期における官僚

の陣容を固める上で守屋が内務省とのパイプを生か しなが ら大きな役割を果たしたことが

見てとれる。

(2)訓 示の作成

ついでr日 記』に多 く見える職務としては、各種会議における総督 ・政務総監の訓示の

作成をあげることができる(表4、 参照)。 守屋 自身の草稿がないため限界はあるが、作

成 ・修正過程を検討しておこう。

守屋が総督 ・政務総監の訓示の作成に関わった会議としては、道知事会議(表4の(3)

(6)(8)(15))が もっとも多 く、郵便局長会議((5)(10))・ 中枢院会議((9))・ 内務部長会

議((12))な ども見 られる。また、こうした定例の公式会議のみでなく、産業調査委員会

での総:督・政務総監訓示((11))や 元旦 ・紀元節における総督の談話((13)(14))な どに

も関わっている。訓示 とは性格が異なるが、原敬首相に提出する総督報告書、シベ リア ・

満洲への領事館設置意見書、東亜煙草株式会社に対する総督府の回答書など機密 文書の作

成22や、朝鮮総督府編 『朝鮮に於ける新施政』のような宣伝用冊子の執筆23に も関わって

いる。

これ らの文書の作成過程については、初期のものは自身が草稿段階か ら関与し局長会

議にも諮 るなど念を入れているが((1)(2))、 次第に草稿の作成は下僚や関係部局に任せ

20『 日記』19・11・26。ここに名 の挙が ってい る人物はいずれ も内務官僚 と思われ る。内務省での前職

と総督府での配属先が判明 した者 は以下 の通 りであ る。片岡文理(静 岡県内務部 長→全羅 北道第
一部長)、菊山嘉男(長 野 県理 事官→総督官房会計 課長)、 郡茂徳(三 重 県理事官→ 殖産 局山林課

長)、 久留島新司(広 島県御調郡長→殖産局)、 安藤 袈裟一(埼 玉県秩父郡長→平 安南道理 事官)、

武井秀吉(長 野県理 事官→ 平安北道事務官)、 藤原 喜蔵(青 森県理事官→警務 局事 務官)、 児玉魯
一(千 葉県警視→警 察官講 習所)

。

21『 日記』11・28。佐藤七 太郎(長 野県警察部長→慶 尚北道第一部 長)、 渡辺=豊日子(愛 知県理 事官

→内務局第 一課長)は いずれ も内務省 出身で この とき総督府に配属された。

22そ れぞれ、 『日記』19・9・11～9・13、20・7・!5、22・3・25。

23r日 記』20・8・17、8・19。r朝鮮に於 ける新施政』 は1920年 版 か ら23年 版 までが刊行 され てい る

が、 守屋が執筆 したのは初版 の1920年 版(1920年10月)か と思われ る。
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表4守 屋秘書課長が作成に関わった訓示 ・諭告

年 月.日 作成した訓示類 訓 示作成についての 『日記』 の記述 復刻版の
頁数

(1) 1919 8.23 朝鮮総督府及附属官 総督 の訓示 の綱 領を仕上 げる。→総督訓示草案 を水 7頁
署に対する総督訓示 野 に内示す る(8.27)。 →大 阪ホテルにて水野政務
(9.9)か 総監 ・西村局長 と'協力 して総 督訓示 の校 正をす る

(8.30)。→局長会議 で訓示案 につ いて議論 し二三字
句 の修 正 で 可決 す る(9.3)。

(2) 9.7 施政方針に関する諭 青木庶務部長が総督の告諭を持って来たので自身 9頁
告(9.10) の意 見を加 えて改案す る 。→ 告諭案が総 監総督 の

承認 を得 る(9.8)。 →局部長会議 で総督 の諭告案 を
決 定 す る(9.9)。

(3) 10.10 道知事会議に於ける 道知事会議の総督総監訓示について工藤[京畿道知 21頁
総督政務総監訓示 事]と 相談す る 。→総督訓示 の決済を受 け政務総監
(10.13) 訓示 については意見を吐露す る(10.11)→ 政務総

監訓示 の決済 を受 ける、目を通 し字句を修正 し工藤
に 送 る(10.12)。

(4) 1920 4.27 李王世子李垠殿下御 政 務総監か ら告諭案が送 られ て くる 。 324頁

婚儀に関す る諭告
(4.28)

(5) 7.13 郵便局長及海事出張 逓信局長会議の総督訓示案を作成する。 164頁

所長会同に於ける総
督 訓 示(7.14)

(6) 8.30 道知事会議に於ける道知事会議における総督及総監の訓示案は半井[学 30頁
総督政務総監訓示 務 局宗教課長]の 手許で一応 まとめたけれ ども訂 正
(9.1) の必要があ り十分手を加え浄書に回す。→訓示案 に

ほ とん ど訂正無 しで総 監の手許 を通過 し総督 の承
認 を 得 る(8.31)。

(7) 12.14 総督の談話(日 付不 総 督の談話 「朝鮮統治について」原稿 を完成。 なし
明)

(8) 1921 4.21 道知事会議に於ける 総督 総監の訓示 と指示 事項 も大体完成す る。 53頁
総督政務総監訓示
(4.22)

(9) 5.5 中枢院会議に於ける 中枢 院会議の訓示を準 備する。 19頁
総 督 訓 示(5.6)

(io) 6.8 管理事務分掌郵便局 郵便 局長会 議で の総督 訓示案 を完成 す る 。→財務 131,166,

長会議に於ける総督 部長 ・郡守講 習会 にお ける総督訓示案 を作成 して 267頁

訓 示(6.14)、 第 一 細 川に渡す(6.12)。 →地方 改良講習会 ・郵便局長
回地方改良講習会 に対 す る総 督訓示 は 「皆予 の作成 にかかる もの」
に於ける総督訓示 (6.14)
(6.14)、 道 財 務 部 長

会議に於ける総督訓
示(6.15)

(11) 9.14 産業調査委員会に於 産業 調査会 での総督演述 がまだ完成 していない の 207頁
け る総 督 演 述(9.15) で 自 ら推敲 し総 監 ・政務総督 の決裁を得 る。

(12) 10.14 内務部長会議に於け 内務 部長会議 の指示事項 ・総 督訓示 を作 成。→ 内 102頁
る総 督 訓 示(10.18) 務局 か ら差 し出 した総督訓示 は ものになってお ら

ぬ の で書 き直 して政 務総 監 ・総督 の決 裁 を得 た
(10.15)。 →内務部長 に対す る総監訓示 を訂正す る
(10.16)0

(13) 12.25 斎藤談話 「大正十年 新年の新聞に掲載する総督談話は安武[総督官房文 325頁
を迎 へ て」(22.1.1) 書課長]が原案を作成したが遺憾の点が多いので修

正 し総督 が供覧 した後発送す る。

(14) 1922 2.4 斎 藤 談 話 「紀 元 紀元節に各新聞に発表する総督談を川上が送付し 400頁
二千五百八十二次 て きた ので推敲 し総督 の決裁 を得て発送 す る。
の嘉 節 に 際 して 」

(2.11)

(15) 4.29 道知事会議に於ける 地方官会議の総督・政務総監の訓示を読み訂正すべ 415頁
総督政務総監訓示 き箇所を指示する→総督の訓示は政務総監の閲覧
(5.2) に供 し総督 の決裁 を得たが二三箇 所の訂正が ある

の み だ った(4,30)。
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出典:守 屋栄夫 『日記』1919年9月 ～1921年10,月(守 屋 の秘書課長就任期 聞)よ り作成。

注1:「 年」 「月 日」 は当該 訓示作成 の件が最初 にr日 記』 に現れた年月 日を表 し、 同 じ訓示 の作成 に

ついての記述 が以後 も継続 して 『日記』 に現れ る場合 には 「訓示作成 につい ての 『日記』 の記

述」欄 に矢 印を して経過 を記 し末尾 の括弧 内に 『日記』 の 日付 を付 した。

2:「 作成 した訓示類」 では、原則 として一つ の訓示 についての作成過程 をあげ ることに したが、

『日記』中で複数 の訓示 の作成が 同時 に進め られてい る との記述 がある場合 はこの表で もま とめ

て記 した場合 がある。 なお、 同欄か っこ内 の日付 は訓示類が発表 された 日付 である。

3:「 訓示作成 につ いての 『日記』 の記述」欄中、[]内 は引用者が 日記 の記述 に補充 した部分 であ

る。

4:「 復刻版 の頁数」 は、 当該訓示 の、水野直樹編 『朝鮮総督諭告 ・訓示集成』第2巻(緑 蔭書房、

2001年)に おけ る所収頁を示す。 同書(第2巻 以外 も含む)に 収録 されてい ないものは 「な

し」 と表記 してある。

訂正箇所を指示するとい うや り方に変わっていっている傾向が うかがわれる((6)(12)～

(15))。いずれにせよr日 記』を見る限 り、「ほとん ど訂正無 し」との如 く守屋が訂正した

ものがそのまま訓示として発表されることも多かった24。各種会議の訓示は従来の研究で

はもっぱら総督の思想を体現するものとして使われてきたが、少なくともこの時期にあっ

ては、秘書課長自身が作成するか、あるいは関係部局作成の後に秘書課長が事実上の最終

チェックをするとい うかたちで作成されていたことに留意する必要があろ う。

(3)機 密費の管理

機密費の管理は秘書官の重要な職務だった。 しかし、r日記』は機密費の使途や金額につ

いてほとんど記述を避けてお り、 ここでは断片的情報を再構成することしかできない。

守屋は就任直後の1919年8.月26日 に総督から機密費1万5千 円を受領 し、9,月9日 に

青木戒三庶務部長の立会いのもと機密費の引継ぎをおえた。以後、機密費管理の責任を守

屋が負 うことになったが、10.月9日 には水野政務総監に機密費七千円を渡 し、「各局長部

長に対しても適当の額を交付すべきや う総監に勧誘 し」たように、各部局への配分もして

いたようである。『日記』の記述の間隔から見て、3～4ヶ 月に一度は決算をして総督 ・総

監の決裁を受ける仕組みになっていたようである25。

機密費の使途については、「西伯利亜に於ける不逞鮮人の操縦及び取締に関し山崎君の案

を土台にして討議の結果救済に必要なる費用は来年度予算にて要求することとし、一時的

の機密費 として一万五千円の範囲内にて着手」(20・6・18)、「日高[丙 四郎]氏 間島にて鮮

人懐柔を行ふこと丶なり、其の経費□半年分八千六百円を総督の手を通して渡す」(21・8・

8)な どの抗日朝鮮人の懐柔や取締 りにあてられていたことがわかる。その他、朝鮮内諸新

24表4の(6)。 他 に(10)(15)で も こ うした 記 述 が あ る。 も ち ろ ん総 督 自 ら訓 示 に手 を 入 れ る場 合

も皆 無 で は なか った と思 わ れ るが((14)。 水 野 直 樹 「朝 鮮 総 督 諭 告 ・訓 示 類 の資 料 的 意 義 」 同 編

r朝 鮮 総 督 諭 告 ・訓 示 集 成 』 別 巻 、 緑 蔭 書 房 、2001年 、!4～16頁 も参 照)、r日 記 』 を 見 る限 り多

く壱まなカ、った 。

25機i密 費 の 決 算 に つ い て の 記 事 は、 『日記 』20・1・25、4・17、9・26、21・1・13、22・1・14 、5・4、8・!2、

10・25に 見 え る。
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聞への補助26、総:督府関係者の選挙出馬27や仙台の女子職業学校の債務立て替え28な どに機

密費が使われていた記事が見える。

第4章 朝鮮 人 との接触

(1)守 屋の朝鮮観

ここで守屋の朝鮮 ・朝鮮人観を検討 しておこう。一般に、第一次世界大戦後の内務官僚

は、米騒動後の民本主義的思潮を正面から弾圧 しようとはせず、 また欧米洋行の経験 もも

つ比較的自由主義的な柔軟な思考様式をもつ グループといわれ るが、省内少壮官僚の一人

だ った守屋も例外ではなかったと思われる29。とはい>x、 日本人支配者としての意識か ら

やは り自由でなかった ことはr日 記』の何気ない記述からもうかがわれる。東京で朝鮮人

留学生に面会 した際の 「在京学生中優秀のものであるが、それでも何処かに朝鮮じみた所

がある」とい う所見(22・2・7)、 あるいは、朝鮮人道知事 の 「判らぬ日本語」を批判しつ

つ も自身は朝鮮語にはほとんど関心を示さない姿勢(19・10・14)な どからは、抜きがたい

帝国意識が見え隠れ しよう。

朝鮮人の抗 日独立運動に対 しても同様である。1919年 秋、上海の大韓:民国臨時政府外交

次長の呂運亨が 日本政府高官に面会し、記者会見でも朝鮮独立を主張 して物議をかもした

いわゆる呂運亨事件に対して、守屋は次のように記している(r日 記』19・11・24)。

水野総監が呂運亨に面会され且つ昼食を共にされた。彼等は矢張 り朝鮮民族の独立

を許すことが朝鮮は勿論、 日本の為 にも利益であることを盛に主張 した相な。呂は

三十三歳、張[張 徳秀]は 二十六歳其他の連中はまだ廿歳位の若者であった。彼等を

大人扱にすることが已に誤 りであるや うに思ふ。

しか しながら、守屋はこのような朝鮮人観をそのまま表出させていては朝鮮統治が立ち

ゆかぬ こともよく自覚していた。

26秘 書官時代 の 『日記』 には、 「金貰い」 の新 聞記者 の来訪 が しば しば記 されてお り、多少 の金銭

を渡す こ ともあった(『 日記 』20・6・28、10・25、10・27、12・19、21・3・15、8・19)。また、斎藤実

総:督宛守屋書簡、22・5・26に も、新 聞記者 の朝鮮視察計画に二千 円を補助す る との話 しが見 える

(『斎藤実関係文書』1513-6、 国会図書館憲政資料 室所蔵)。

27「 倉永恕君候補者 として選 挙に立つ為 機密 費の前払 を要 求 し来 りし故承諾を与 ふ」(『日記』20・3・

27)0

28『 日記』21・5・28。

29こ うした内務官僚 の一定 の進取性 につ いての議論 につ いては、升味準之輔 『日本政党史論』第4

巻(東 京大学出版会、1968年)211～218頁 、松尾:尊:兌「第一 次大戦後の治安立法構想 過激社

会運動取締法案の立案経 過」(藤 原彰 ・松尾編r論 集 現代 史』筑摩 書房、1976年)159～165頁 、

参 照。守屋については米騒動後、内務 省監察 官 として事件 の原因 と対応策 を調査 し 「八月騒擾iト

其善後策」(1918年 。荻 野富士夫編r特 高警察 関係 資料 集成』第!9巻 、 不二出版、1993年 、所

収)に まとめたが、 そ こでは米騒動 に民 本主義 の普及 を見 て とり、対策 として各種社会政策 を実

行 し言論取締 りを緩和せ ねぽな らぬ と主 張 している。 また、 朝鮮 赴任 まで守屋 には洋行経験が な

か ったが、前述 の よ うに、1923年 のほぼ一年間、欧米視察 を果た した。
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守屋は朝鮮赴任が決定 した当初から日本言論界の朝鮮統治論に耳を傾けていた。r日 記』

によれば、1919年8月8日 には 「黎明会の朝鮮問題研究号を読破し、朝鮮政治に関する不

平の大体を了得」 した。また、大正デモクラシーを代表する知識人であり同郷の知己でも

ある吉野作造30の 意見をいれ、8,月24日 に朝鮮関係者を招待 したが、ここには吉野をはじ

め桑木厳翼(東 京帝国大学教授。黎明会)・ 阪谷芳郎(貴 族院議員)・桐島(不 明)が 参集

し 「朝鮮問題について二三の意見を発表 して呉れた」(『日記』8・15、8・24)。前述の呂運

亨事件に際して、吉野が呂に対 し 「予は稀に観る尊敬すべ き人格を彼に於て発見 した」31と

公言したことを想起すれぽ、守屋 と吉野の立場は対極にあった といわねばならない。にも

かかわらず、守屋は吉野や吉野を中心とする黎明会からも朝鮮統治の手がか りを得ようと

していた。過大評価はできないにせ よ、総督府官僚が大正デモクラットの旗手から直接朝

鮮論を吸収 しようとする柔軟性をもっていたことは興味深い。

こうして守屋は、朝鮮人への下等視や独立運動への拒否感を基底にもちながらも、言動

はそのような意識を露出させない とい う二面性を示すことになった。公的な言説では、「狭

i義の愛国の精神に換ふるに四海同胞の襟懐を以てせよ」「他民族に対する軽侮の劣情を敬愛

の至情に換へ よ」 と述べ32、朝鮮人差別を当然視す る在朝 日本人を非難した33。また、東上

中の守屋を来訪 した 「白といふ朝鮮人からはいやといふほど独立論を聞かされたが辛抱し

て非難 してやらなんだ」 というように(『 日記』19・11・4)、朝鮮独立論をあか らさまに否

認せずに相対する姿勢を示した。

(2)朝 鮮人との接触

それでは、守屋の朝鮮人関係の人脈を見てみよう。前掲表2か ら守屋と交渉のあった朝

鮮人を析出してみると、大きく三つのグループに分類できそ うである。

第一は、朝鮮貴族や中枢院参議 ・道知事 クラスの親日派の門閥 ・高級官僚である(表2

の⑫)。 彼らは、韓国 「併合」前から大臣や観察使など一定の高官職についていた旧世代

エ リー トとい うべき人物である。朴重陽(黄 海道知事(併 合前は慶尚北道観察使)) 、金潤

晶(全 羅北道参与官(併 合前は仁川府尹)、李軫鎬(全 羅北道知事(併 合前は平安北道観察

使)。 面会4回 、書簡6通)な ど、今 日 「親 日派」 として知名度の高い人物が多い。もっと

も、実際の接触の内容は会食のような儀礼的なつきあいが多い34。

ただし、宋秉唆(併 合前は内部大臣。面会6回 、書簡1通 、ただ しこれ以外にも頻繁に

接触 していたようである)は このグループでは特異な例であり、守屋は宋を通 じて朝鮮語

30守 屋 と吉野 はいずれ も宮城県古川 の出身 であ り、二人 の父親 は ともに古川町役場 に勤めていた。

吉野 との交流 は古 く、r日記』に よれば朝 鮮時代 も吉 野 の講演を聴いた り(19・10・29)、訪問(20・

3・4)・書簡 のや りとり(21・2・7、2・8、11・5)を す るな ど若干 の交流 があった。

31吉 野 「所謂 呂運亨事件 について」(r中 央公論』1920年1月 号。 松尾尊禿編 ・吉野作造r中 国 ・朝

鮮論』平凡社、1970年 、251頁)。

32守 屋r朝 鮮 の開発 と精神的教化の必要』(朝 鮮総督府、1924年)29、31頁 。

33在 朝 日本人 の要求す る強硬 な治安政策や積極的移民、在朝鮮 日本人資本 の優遇 などに対 して守屋

が批判的 な立場を とっていた ことについ ては、李昇樺 「三 ・一運動期 にお ける朝鮮在住 日本人社

会 の対応 と動 向」(『人文学報』第92号 、2005年3月)136～137頁 、参照。守屋 自身 も在朝 日本

人か らの評判が よ くない ことを 自覚 していた(『 日記』20・10・22)。
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新 聞 の操 縦 を試 み た り(r日 記 』21・7・2)内 地 の 政 界 情 報 を得 た りして お り(r日 記 』24・

6・26、6・30、9・8)、 守 屋 の方 で も宋 に よ る朝鮮 人 親 日派 に対 す る受 爵 の推 薦 や 宋 自身 の北

海 道 拓殖 計 画 に便 宜 を は か って や って い る(『 日記 』22・4・13、24・1・29、1・30)。

第 二 の グル ー プ は、韓 国 「併 合 」 後 に 郡 守 ・郡 書 記 な どの 地位 を 得 て 台頭 して きた 「新 世

代 」 の親 日派 朝 鮮 人 で あ り、 第 一 の グル ー プに比 べ る と よ り下 位 の 実務 官僚 に属 す る(表

2の ⑬)35。 この グル ー プは 、 朝 鮮 貴 族 な ど よ りも頻 繁 に守 屋 と接 触 し、 そ の活 動 も朝 鮮人

一 般 の懐 柔 や 世 論 誘 導 な ど統 治 に直 接 関 わ る もの が 多 い
。 そ の 代表 格 で守 屋 が接 触 した朝

鮮 人 の な か で面 会 回数 も もっ と も多 い の は、閔 元植(1911年 以来 京 畿 道 各 郡 の郡 守 を歴 任

し、20年 に 国 民協 会 を結 成 、帝 国議 会 へ の請 願 を 中心 とす る運 動 を展 開 した 親 日派)で あ

る。 閔 と国 民協 会 に つ い て は既 に筆 者 自身 が 論 じた こ とが あ る ので36、 国 民-協会 の活 動 の

全 体 像 につ い て は省 略 し、 守 屋 との接 触 につ い て のみ 簡 単 に紹 介 して お きた い。

守 屋 は、1919年12,月 、東京 で初 め て 閔 と面 談 し、 「参 政 権 を十 年 後 に与 ふ る公 約 を為 す

こ と」 な どの主 張 に 「面 白い 所 が あ る よ うに感 じた 」(r日 記 』19・12・4)。 翌 年1月 に結 成

され た 国民'協会 と守 屋 は以 下 の よ うな点 で相 互 依 存 の 関係 をつ く って い った 。

第 一 は、資金 援 助 で あ る。1920年6月 閔 が守 屋 を来 訪 し守屋 に 「窮 状 」 を訴 え て い る。

同月 、 守 屋 は柴 田善 三 郎 学 務 局 長 と相 談 し、 閔 の岳 父 で淑 明女 学 校 校 長 だ った 厳 峻 源 の 同

校 退 職 に際 して の謝 礼 金 とい う名 目で一 万 七 千 円 を貸 す こ と と した 。 同年 秋 に は、 閔 の借

金 整 理 につ い て も斎 藤 総 督 や 有 賀 光 豊 朝 鮮 殖 産 銀 行 頭 取 と連 絡 を とっ てい る(r日 記 』20・

6・4、6・23、10・4、10・5)。 ま た 、 翌 年1921年1月 に は 斎 藤 総 督 の反 対 を押 し切 り,月3千

円 の補 助 を閔 に行 うこ とで決 裁 を得 てい る(r日 記 』21・1・11)。

第 二 に、守屋 に とっ て 閔 との接 触 は、他 の朝 鮮 人 との接 触 範 囲 を広 げ る一 つ の契 機 とな:っ

た 。1920年 初 め のr日 記 』(20・1・14)に は 以下 の よ うな 記 事 が見 え る。

朝閔元植君や高羲駿君を呼んで総督府内の少壮学士 と其の党員の有志 と懇親会を開

くことについて相談した。高君は閔君 と合併せん ことを計るもの ・様に考へていたの

であらうか初めは別々に開催するや うに主張して居たが遂に丸山君[丸 山鶴吉警務局

事務官]の 意見を入れて合同することとなり一七 日の午後三時から朝鮮ホテルで第一

回の会合を催すことになった。候補者 として閔氏は二四名高氏は一三名推挙したが、

34朝 鮮貴族や中枢院参議が催 した招待会に参席 した り、 あるいは彼 らと総督や政務総監 との会食で

同席 した とい う記事 は、『日記』20・1・7、4・17、4・26、6・14、12・13、2!・8・15、22・7・!9などに

見 られ る。 こ うした儀礼的 な接触以外では、李夏栄(朝 鮮貴族)が 自分の土地問題 で守屋に相談

してい る例が見 られ る程度で ある(『 日記 』22・9・11、9・13)。

35「 併合」以降に総督府 官僚 とな り1920年 代以降高級官僚 として台頭 して くる叩 き上 げの朝鮮人官

僚 につ いては、姜東鎮、前掲書、186頁 のほか、金善美 『日帝植民地時代 支配勢 力潮 性格蚓 普

を 研究 奏任官以上潮 官職者暑 中心0呈 』(梨 花女子大学校大学院政治外交学 科碩士論文、

1992年)、 洪淳権 「日帝時期釧 地方統治斜 朝鮮人官吏司 牲尋 一考察一 日帝時期潮 郡行政斗

朝 鮮人郡守暑 中心彑呈」(『国史館論叢』第64輯 、1995年11,月)な どを参照せ よ。

36松 田 「植民地期朝鮮 にお ける参政権要求運動団体 「国民協 会」について」(浅野豊美 と共編著 『植

民地帝国 日本の法的構i造』信山社、2004年)。
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一 三 名 つ 丶に した
。

この 「懇親会」は、閔元植や当時は朝鮮 「自治」論者とみられ後に国民-協会に合流す る高

羲駿 らに守屋が慟きかけて実現したことがわかる。朝鮮人側首謀者の顔ぶれからす ると総

督府寄 りの親 日派との会合に過ぎないようだが、当局との馴れ合いに終始 したわけではな

さそ うである。『日記』では、「総督府からは十余名、鮮人側は九名、其の うちには二名の

法学士があった。独立派や自治派の猛烈な連中なので盛に気炎を吐いた」とされている37。

また、閔以外にも国民'協会関係者との接触は多 く守屋の朝鮮人人脈の中心の一つ となっ

ている。金明溶(国 民協会副会長)、 李東雨(同 会総務。面会5回 、書簡4通)、 李勲永

(同会会員、郡守。面会2回 、書簡7通)、 厳峻源(閔 元植 の義父。面会3回 、書簡2通)

などである。守屋は国民協会の活動を総督府の施政宣伝に有効 と考えてお り(20・10・4、

11・18)、また彼 らから地方や海外(上 海)の 治安情報も入手している(同20・12・21、21・

1・17)。

第三に、人事の実権をもつ守屋は国民協会員から郡守を選任してもいる。1920年 の間島

出兵以降、鴨緑江対岸に根拠地を移動 した朝鮮人抗 日勢力の越境侵攻や国境地域の地方官

殺害に悩まされてお り、国境接壌地域の郡守を国民協会員から補充 したのである(前 掲表

3の(24))。

なお、1921年2月 閔元植は暗殺され国民-協会は資金不足 と内部分裂、活動の停滞に直面

した38。しかし、その後も、守屋は残留幹部に運動方針を指示 したり(r日 記』21・3・14)、

閔の借財の処理に助力した りしている(同21・6・17、7・14、8・8、10・20)。

閔元植のように新興エ リー ト朝鮮人 として台頭 し守屋 と接触 した者には、他に金基善(内

務部第一課属か)、鮮于錨 ・鮮于 甲兄弟(大 東同志会。前者が面会5回 、書簡2通 、後者

が面会14回 、書簡5回)ら がいる。彼 らは、親 日的主張に基づ く宣伝をした り民心につ

いての情報を守屋にもた らす一方で、守屋からは補助金や官職を得た りするなどいわゆる

「バーゲニング」39の関係がもっとも明瞭なグループを、守屋の朝鮮人人脈のなかでは形づ

くっていた。 もっとも、守屋が郡守 クラスを中心 とす る朝鮮人地方官僚か ら統治に対する

不満を耳にした ことは一度ならずあり(『日記』20・3・26、22・9・10)、守屋の心証ではこの

グループ全体が御 しやすい走狗 と見なされていたわけではなかっただろう。

最後に守屋の接触した朝鮮人の第三のグループとして、民族運動関係者についてみてみ

よう。「文化政治」期における総督府官僚の民族主義右派への接触 と 「民族分裂政策」に

ついては、姜東鎮、前掲書をはじめ従来指摘されてきた ところだが、r日 記』では必ず し

37『 日記』20・1・19。これ は 「懇親会」 の第二回 目につい ての記事 である。第一回 目の懇親会 には守

屋 は体調不良で欠席 してお り、会合 の様子はわか らない。 また、『日記』 には第三回 目以降 の記述

は な く継続 して開催 されたか不明であ る。

38松 田、前掲 「植民地期朝鮮にお ける参政権要求運動団体 「国民協会」 について」383～386頁 。

39「 バー ゲニング」の概 念については、金東明r支 配斜 抵抗、ユ司ヱ 協力 植民地朝鮮朔刈潮

日本帝国主義9}朝 鮮入潮 政治活動』(景 仁文化社、2006年)。
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も頻繁な接触は認められない。朝鮮時代のr日 記』を通じて確認しえたのは、①張徳秀、

金性洙 と会食する(20・10・5)、②新年にrr東 亜 日報』の連中」が来訪する(24・1・1)、③

呂運弘(呂 運亨の弟)が 来訪 し 「内鮮融和の会を設けたしと英語で話した」(24・1・3)、④

朝鮮人有志の招待をした際 「金兄弟」(金 性洙 ・金聚洙と思われる)も 入っている(24・1・

1340)、など少数の記事が見える程度である。このほか、1910年 代に日本で留学生運動に関

わった金雨英(朝 鮮留学生学友会、在東京朝鮮基督教青年会で活動、京都帝国大学卒業、

朝鮮に戻 った後安東県日本領事館副領事 となる。面会7回 、書簡2通)41・ 秦学文(朝 鮮留

学生学友会で活動、朝鮮に戻った後時代 日報編集局長。面会3回 、書簡3通)な どの人物

をあげ うる程度だが、一般には彼 らのこの時期の活動が民族主義運動だったとは考えられ

ていないことも付記しておかねぽならない。

エ ピロ ーグー政 務 総監 の交 代 と守屋

1922年 加藤友三郎内閣の内務大臣に水野錬太郎が就任することになったが、後任政務総

監の人事は難航した。r日記』によれぽ、山之内一次(貴 族院議員、元内閣書記官長)が 当

初候補にあがったが、斎藤総督 と水野総監が賛成を示さず、川村竹治(前 拓殖局長)、 湯

浅倉平(貴 族院議員、元内務省警保局長)な どとの交渉 も成功 しなかった。結局、兵庫県

知事 ・有吉忠一が水野 と面談 し政務総監就任を受諾 した(r日 記』22・6・13～6・16)。守屋

は、就任当初の有吉について 「執務振ハ……思った よりもよさ相也、但 し朝鮮の方の風評

ハ大体よろしからさる様なり」と記している(『 日記』6・16)。大臣経験者の水野か ら県知

事クラスの有吉に政務総監の座が移ったが、有吉への期待は決 して高いとはいえなかった

のである。

r日記』中には守屋が有吉に対する不評を 「気の毒」に思っている様子 も散見されるが

(6・16、12・28)-、有吉から距離をとろ うとしていたこともわかる。例えば、1922年10月 、

閑院宮朝鮮来訪の際の奉迎準備が局部長会議で問題になったとき、「有吉さんハ其の際にも

二三の細かな点に容喙 して各委員の胸 くそを悪 くさした」 と記 し、「人を信任 して委す こと

の出来ない人 と見える」と酷評 している(r日 記』22・10・3)42。有吉辞任後に守屋は宋秉唆

か ら 「有吉さんハ儂を大に恨むで居る」 との情報を聞き 「そ うかもしれない」 との感を抱

いた とい うが(r日 記』24・9・8)、有吉政務総:監と守屋秘書課長の関係は決 して良好ではな

かった。

それでは両者の不和の背景は何だったのだろ うか。根本的には水野前政務総監に匹敵す

る権威が有吉には欠けていたことがあげられようが、『日記』からは政策的次元でも守屋 と

40他 の出席者 は、 李恒九 ・韓相龍 ・張憲植 ・李鐘 国 ・南宮営 ・李源讃 ・李海 用 ・李範 昇 ・申昇均 な

ど。

41r日 記』21・1・17、10・15に金 雨英 の副領事就 任に関す る記述があ る。

42ま た、守屋 の庶務部長時代 の ことだ が、1924年4,月 には全羅南道 におけ る税務 監督局の設 置問題

をめ ぐり有吉の方針が地方民お よび全 南知事 の不評 を招いた との記述があ るが、守屋は 「総 監の

これに対す る態度が見物 」だ と突 き放 した見方を とった(『 日記』24・4・13)。
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相容れない部分があったことが うかがわれる。

具体的に確認できるのは、1923年 度予算編成をめ ぐる問題である。第一次世界大戦後の

反動恐慌下、行政整理は本国 ・朝鮮 ともに問題化 してお り、総督府は1922年7月 行財政

整理委員会を発足させた。翌月、有吉の意見を加味した整理案が局部長会議に提出される

と、「案の定局部長から議論が出て抑制がつか」ず(r日 記』24・8・4)、結局整理額は前年

比200万 円減にとどまった。守屋は有吉の指導力に疑問を抱 くとともに、本国知事時代積

極政策の実行者として知られた有吉の財政緊縮の規模がきわめて微温的なものにとどまっ

たことに不満を抱いたのではないかと思われる43。

また、 この予算審議においては、「有吉総監ハ産業通信に全力を傾倒せんとし、学事ハ

や 丶冷淡に見ゆ、殊に大学の計画に対して然るもの 丶如 く、法科の如きハこれを後廻しに

すべしとの説あ り、や ・時代に順応せざるの憾あり」 とr日 記』(24・7・24)に は記されて

いる。京城帝国大学(1924年5月 予科設置、26年5 ,月法文学部医学部設置)の 整備過程

で、文科系学部の設置に消極的な有吉の姿勢は、守屋の 目からは時代遅れと映ったのであ

る。

このような有吉新政務総監 との問の齟齬は、守屋の秘書課長としての活動にも影響を及

ぼした。守屋は、職務の柱である人事に関して、有吉よりも水野前政務総監 との意思疎通

を重視した。有吉政務総監 との接触は面会7回 や書簡の往来12通 にとどまるのに対 し、水

野内相に対 しては面会5回 、書簡34通 に達する(前 掲表2参 照)。 た とえば1922年6月

の財務局長人事(前 掲表3の(45))、 同8月 の菊山嘉男庶務部会計課長の内地転任希望問

題(『 日記』22・8・28)、9～10,月の学務局人事(前 掲表3の(50))な どについて、守屋は

水野と連絡を取 りあっている。

以上のような秘書課長時代末期の守屋の行動は、1920年 代初期の総督府内務省系高級官

僚が水野政務総監 との深い関係で動いていたこと、水野の辞任によりそのような人間関係

が崩れたことで総督府官僚機構が円滑に機能 しな くなった面があったことを示 している。

ただし、 こうした政務総監 と総督秘書課長のこじれた関係はまもな く終わ りを告げた。

この年(1922年)10 ,月、守屋は庶務部長事務取扱に昇進 し、12月 には中国視察、翌年1

,月からは東南アジアを経て欧米視察の途に出発する。京城には約1年 後の1923年12月 に

戻るが、その半年後に有吉政務総監は辞任 し下岡忠治 と交替する。結局守屋が有吉の下で

働いたのは実質的に1年 に満たなかったことになる。

さて、庶務部長時代の守屋は、欧米視察において日本の植民地統治 との若干の比較考察

も行っている。また、帰任後の政務総監交代においては同郷の菅原通敬(前 大蔵次官、貴

族院議員)を 擁立すべ く自ら動いた。 このように新たな展開の見 られる庶務部長時代につ

いては後 日を期することとし、小稿はいったん筆を置 くこととしたい。

43も ともと守屋は内務省監察官時代 に省 内の整理 を手が けた こともあ り財政整理には積極的 な立場

だ った と見 られ る。財政整理 に比較的熱心だ った下 岡忠治政務総監時代 には、行財政委員会主査

委員 の一人 とな り1300万 円以上 の整 理額 を上 げてい る(r日 記』24・7・22、8・1、8・7、8・8、8・

12、8・21、8・30な ど)。
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付記 守屋栄夫r日 記』の利用に関しては故 ・守屋孝彦氏を初めとする守屋家の皆様に多

大な便宜をはかっていただいた。また、守屋栄夫の人脈についても、筆者の度重な

る質問に守屋孝彦氏は快 くお答え下さった。記 して感謝の意を表する次第です。

・国際研究集会の発表文では題名を 「朝鮮総督秘書官 と「文化政治」一守屋栄夫 日記

を読む」としていたが改めた。また、表2も 大幅にデータを追加 して書き改めた。

要 約

本稿は、1920年 代初期内務省から朝鮮総督府に導入された高級官僚の一人である守屋栄

夫を考察対象として、その日記を通じて、主に朝鮮総:督府秘書課長時代(1919年8 .月～22

年10月)の 思想 と政治行動を跡づけようとした。

内務省監察官守屋は、1919年 の3・1運 動当時、シベ リアや朝鮮で朝鮮人の民族主義を目

の当た りにした。そ して新政務総監 となった内務官僚の大御所水野錬太郎によって、8月

総督府秘書課長に抜擢 され 自ら朝鮮統治に参画することになった。守屋は 「文化政治」を

担 う内務官僚を総督府に大量に導入す る上で中心的な役割を演 じた。そして、1920年 代

初期の朝鮮総督府において守屋 自身の人脈も水野政務総監および内務省出身官僚を中心 と

し、副次的な人脈 として生え抜 き官僚や言論人との関係が形成 された。秘書官としての職

務は、総督府官僚の異動に関わ る幅広い人事、総督訓示の作成、機密費の管理などであっ

た。

朝鮮人 との関係を見 ると、守屋は朝鮮人への下等視や独立運動への拒否感を基底にもち

ながらも、相対的に自由主義的な気風をもっていた内務省少壮官僚の一人 として、言動にお

いてはそのような意識を露出させない とい う二面性を示 した。接触 した朝鮮人 としては、

閔元植 と閔の結成 した国民協会の幹部のような新世代エ リー トが中心 となり、また朝鮮貴

族や道知事 クラスの旧世代エ リートとも儀礼的な交際が見 られたほか、民族主義右派 と若

干の接触があった。

守屋は、水野にかわって1922年 に政務総監 となった有吉忠一に対 しては、総督府予算

整理方針で対立した り人事面での指示を水野前政務総監に仰いだ りするなど関係はこじれ

た。秘書課長時代末期の守屋の行動は、1920年 代初期の総督府内務省系高級官僚が水野政

務総監との深い関係で動いていたこと、水野の辞任によりそのような人間関係が崩れたこ

とで総督府官僚機構が円滑に機能しなくなった面があった ことを示 している。
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